
入札・契約の方法

年 度

契 約 内 容 表

令 和 0 7 年 度

工 事 場 所

工 事 種 別

山口市中央四丁目外地内

糸米羽坂１号線道路整備工事（４工区）に伴うマンホール蓋取替工事

所 属

工 　 事 　 名

契 　 約 　 日

工 事 概 要

工 　 　 期

契 約 の 相 手 方

契約金額(税込)

理 　 　 由

下水道整備課

令和　７年１１月１３日 令和　８年　３月１８日～

随意契約

001

令和　７年１１月１２日

株式会社宗像建設

　　　　４，０５９，０００円

契 約 番 号 ５ ０ ７ １ ５ ０ ０ ２ ７ ５

当初契約

土木一式工事

当該工事は、昭和５８年設置の老朽化したマンホール蓋を道路整備工事に伴い取り替えるもの
です。取替えにあたっては、都市整備課発注の糸米羽坂１号線道路整備工事（４工区）と重複
した一連の作業となるため交通体系及び工程調整等を密接に行い、限られた工事ヤード内にお
いて、安全かつ効率良く施工する必要があり、糸米羽坂１号線道路

09116
下線

09116
テキストボックス
　当該工事は、糸米羽坂１号線道路整備工事（４工区）に伴いマンホール蓋を高さ調整及び交換するものです。
　工事にあたっては、山口市都市整備部都市整備課発注の糸米羽坂１号線道路整備工事（４工区）と重複した一連の作業となる。そのため、交通体系及び工程調整等を密接に行い、限られた工事ヤード内において安全かつ効率よく作業する必要があり、山口市都市整備部都市整備課発注の糸米羽坂１号線道路整備工事（４工区）を施工する株式会社宗像建設が当該工事を実施した場合には、工期の短縮及び安全かつ円滑な施工を確保することができます。
　よって、地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）に該当することから、株式会社宗像建設と随意契約するものです。
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マンホール蓋取替　11箇所




